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農地法第３条
（農地の権利移動を伴うもの）

売 買 21件（26筆） 67,738㎡
賃 貸 借 0件 （0筆） 0㎡
使用賃借 0件 （0筆） 0㎡
交 換 3件 （5筆） 10,226㎡
贈 与 4件（20筆） 50,887㎡
遺 贈 1件 （3筆） 19,521㎡
公 売 0件 （0筆） 0㎡
競 売 0件 （0筆） 0㎡
計 29件（54筆） 148,372㎡

利用権設定
（農業経営法強化によるもの）

賃 借 権 7件（23筆） 106,107㎡
使用貸借 0件 （0筆） 0㎡
計 7件（23筆） 106,107㎡

（うち新規　19筆　70,931㎡）
	 　　　（うち中間管理機構活用　		4筆　　8,258㎡）

農地のあっせん申出 7件（11筆） 43,997㎡

農地法第５条 （農地転用し、権利移動を伴うもの）
売 買 6件（8筆） 3,249㎡ 贈 与 2件（3筆） 391㎡
賃 貸 借 6件（8筆） 11,973㎡ 計 22件（27筆） 18,807㎡
使 用 貸 借 8件（8筆） 3,194㎡

農地転用　農地法第４条 （農地転用をするが権利移動を伴わないもの）
農業用施設用地 2件（2筆） 1,390㎡ 車 庫 用 地 0件（0筆） 0㎡
住 宅 用 地 2件（2筆） 674㎡ 資材置き場用地 0件（0筆） 0㎡
宿 舎 用 地 0件（0筆） 0㎡ 太陽光発電施設用地 1件（1筆） 2,052㎡
駐 車 場 用 地 2件（3筆） 3,430㎡ 計 7件（8筆） 7,546㎡

農地法４条・５条　転用内訳
農業用施設用地 2件（2筆） 1,390㎡ 商業用施設用地 1件（2筆） 3,199㎡

住 宅 用 地 16件（19筆） 5,933㎡ 住民センター用地 1件（2筆） 657㎡

駐 車 場 用 地 6件（7筆） 10,175㎡ 軽石採取用地 1件（1筆） 2,807㎡
太 陽 光 発 電
施 設 用 地 1件（1筆） 2,052㎡ 通 路 用 地 1件（1筆） 140㎡

計 29件（35筆） 26,353㎡

内 訳

2020年4月~2021年３月までの間、農地法に基づき申請された審議件数は次のとおりです。

農地法許可申請の受付締切日農業委員会での審議結果 （2020年4月～2021年3月末）

事前相談は毎月15日まで

2021年度の農振除外申請の締切日は	2021年10月29日（金）です。

2021年度　農業委員会開催日及び許可申請受付締切日スケジュール

まずは農業委員会事務局にご相談ください。手続きの流れ

　農地を転用等する場合、農業委員会に申請して許可が必要です。許可
を得ないで行うと契約に効力がなく、農地法違反にもなるので忘れずに
手続きしましょう。

※農地法許可申請	
◇農地法３条…農地の所有権を移転する場合　
◇農地法４・５条…農地を宅地等に転用する場合

申請締切日 開　催　日 申請締切日
第25回農業委員会 2021年		4月12日㈪ 2021年		3月19日㈮

第26回農業委員会 2021年		5月12日㈬ 2021年		4月20日㈫

第27回農業委員会 2021年		6月		4日㈮ 2021年		5月20日㈭

第28回農業委員会 2021年		7月		8日㈭ 2021年		6月18日㈮

第29回農業委員会 2021年		8月10日㈫ 2021年		7月20日㈫

第30回農業委員会 2021年		9月		3日㈮ 2021年		8月20日㈮

第31回農業委員会 2021年10月		8日㈮ 2021年		9月17日㈮

第32回農業委員会 2021年11月10日㈬ 2021年10月20日㈬

第33回農業委員会 2021年12月		7日㈫ 2021年11月19日㈮

第34回農業委員会 2022年		1月12日㈬ 2021年12月20日㈪

第35回農業委員会 2022年		2月		9日㈬ 2022年		1月20日㈭

第36回農業委員会 2022年		3月		4日㈮ 2022年		2月18日㈮

毎月20日

農地の賃借料情報について
　農地法第３条許可や農用地利用集積計画の公告により、令和２年1月から12月ま
での１年間に効力の発生した村内農地の賃貸借における賃借料情報を公表します。
　農地の賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。

昭和村農業委員会調べによる令和２年の賃借料水準 
平均 最高額 最低額 データ数

畑 30,000 円 40,000 円 30,000 円  61 筆
水田 ─ 円 ─ 円 ─ 円 ─ 筆
※	水田データはありませんでした。

許可申請書の受付締切日
毎月20日 申請内容の審査 農業委員会での審議 許可書の交付

※締切日が閉庁日（土・日・祝）の
場合はその前に提出ください。
※申請締切日以内でも、添付書
類に不備がある場合は次回審
査になりますので、申請する際
は、事前に15日までに農業委
員会事務局へご相談ください。
また、あらかじめ地元農業委
員へご相談ください。

今年度の農業委員会開催
日は下記の通りです。
提出された申請はここで
審議され、許可等を決定
します。農地転用許可申
請は審議を経て県知事に
送付します。

許可後、ご連絡しますの
で、許可書は農業委員会
事務局で受領してくださ
い。

農業委員会事務局で申請
書と添付書類を確認し、
必要に応じて聴き取りや
現地の調査を行います。
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土壌消毒（クロルピクリン剤）を使用する際の注意点

地温は10℃～
15℃が最適

人家・畜舎・鶏舎
天候・風向き等に
注意する

11℃

注入後には被覆

1穴
○ml

基準処理量を
厳守

　この体制での農業委員会も今期で最後の一年となります。残りの任期の
間も昭和村の農地、そして農業を守るため頑張っていきたいと思います。
　また、依然として猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は終息の気配
を見せず、困難を与え続けるでしょうが、国民全体に食への関心について
は農業への関心を呼び起こさせるきっかけになっていると思います。
　コロナ対策をしっかりして体調や事故に気をつけて、今年も頑張りま
しょう。	 	　　			(石井　秀樹)

■ 飛散（ドリフト）防止対策の必要性
　飛散した農薬が近隣の出荷間近の農作物に付着す
ると、その作物に適用のない農薬はもちろん、適用
がある農薬でも残留基準を超えてしまう恐れがあり
ます。このような場合、飛散を受けた作物の生産者
は、自らの責任が無いにもかかわらず出荷禁止と
なってしまうため、細心の注意が必要です。

■ 飛散（ドリフト）低減の具体策
　単独の対策ではその効果に限りがあるため、	いくつ
かの対策を合わせて十分な効果を得る必要があります。
１散布時の風向きと風速に注意する
2 散布圧力、風量に注意する。散布ノズルの交換
　		(ドリフトレスノズル)
3 ほ場の端での散布は特に注意する
4 遮蔽シート・ネットの設置や緩衝地帯・
　		障壁作物の設置
5 近接作物生産者相互の連携

▲ 被害にあった事例 ▲
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土壌消毒(クロルピクリン剤)・
除草剤の使い方に気をつけて! 

おとなりさんも一生懸命作っている野菜です！

編集後記
農地を守り担い手を応援する専門情報誌

※	村では、購読料の半額の補助を行っています。購読を希
望される方は、農業委員会事務局へお申し込みください。

週１回、必要な情報を、コンパクトに、分かりやすく！
⃝購読料 １ヶ月 700円（個人負担：350円）

全国農業新聞

土壌消毒の影響で手前が枯れてしまったホウレン草

⃝畑の作り出し耕作について
　畑の作り出し耕作は、大雨時には土が流出し、水路がつま
り水害事故の原因となる恐れがあります。決められた境界
内での耕作をお願いします。
　また、表土流出防止対策としてグリーンベルトや土側溝の
設置などをお願いします。

⃝廃ビニール等の使用後について
　農作業で使用した廃ビニール等を畑の周りに置いておくと、大
雨時に道路や水路等に流出し、思わぬ災害となります。
　また、ガードレールにかけておくと、強風時に飛ばされ、こち
らも思わぬ災害となりますので、廃資材の管理には気をつけて
いただきますようお願いします。

⃝農耕車に付着した土の処理について
　トラクターやトラックなどでの農作業後、田畑から公道へ出
る前にはタイヤ等に付着した土や堆肥を落としてから道路を
走行するようお願いします。
　やむを得ず土や堆肥が道路に出てしまった場合は、速やかに
片付けていただきますようお願いします。

⃝農薬散布について
　住宅の周辺で農薬を散布する際は、事前に周辺住民にお知らせ
するなど、生活環境に十分配慮してください。
　また、周辺の農作物への飛散にも注意してください。散布の際
には、天候や風向き、時間帯に注意するなど、飛散防止に努め
てください。

⃝畑の管理について
　耕作するためにロータリー等をかけた畑は、土がやわらか
くなっており、大雨時には土が流出しやすいため、トラク
ターで畑を踏んでいただくなど、土の流出防止に努めてい
ただきますようお願いします。

※上記の各項目は、法律や条例等により規制及び処分の対象となる行為に関係
するものもあります。他人に迷惑をかけないよう注意し農作業を行ってくだ
さい。住民等から通報があった場合は、行政指導をすることがあります。

※畑を貸している方につきましては、小作人の方へも上記注意事項を周知して
いただきますようお願いします。

昭和村役場　産業課  TEL：0278-24-5111  FAX：0278-24-5254

農繁期を迎え、作業の仕方によっては苦情やトラブルの発生
の原因となります。
また、梅雨に入り、長雨・ゲリラ豪雨などの天候不順や台風
なども懸念されるため、下記の注意点について、今一度ご理
解とご協力をお願いいたします。

農作業についてのお願い

お知らせ
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